
令和２年 第１０回  ふじみ野市農業委員会総会議事録 
 

招 集 日 時 令和２年 10 月 26 日 開会場所 ふじみ野市役所３階Ａ３０２会議室 

開会の日時 

及び宣告者 

開 会 

閉 会 

令和２年１０月２６日 午後１時２８分  議 長 

令和２年１０月２６日 午後２時１８分  議 長 

議 長 新 井 良 司  
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出 席 者 数  農 業 委  員     定 数 １４名 出 席 者  ９名 

農地利用最適化推進委員 定 数    ３名 出 席 者  ２名 

議 事 参 与（説明者） 書   記 

     本 橋 直 人 

松 田 薫 樹 

     飯 塚 勝 貴 

     寒 竹 由起子 
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  上記会議の結果を記載し、その相違なきを証するためここに 

 署名します。 

 

 

 

 

              令和２年１０月２６日 

 

 

    議  長                  印 

 

    署名委員                  印 

 

    署名委員                  印 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 ふじみ野市農業委員会会長は、令和２年１０月２６日、午

後１時３０分、ふじみ野市役所３階Ａ３０２会議室に農業委

員会を招集した。 

日程第１ 

 

議  長 

 

 議長は午後１時２８分、委員の過半数が出席したので、開 

会を宣言した。 

日程第２ 議  長  議事録署名委員に５番・６番委員を指名する。 

日程第３ 

 

 

 

 

 

 

日程第４ 

 

 

 

 

 

 

日程第５ 

 

 

 

 

 

 

議  長 

 

議  長 

事 務 局 

議  長 

全 委 員 

議  長 

議  長 

 

議  長 

事 務 局 

議  長 

全 委 員 

議  長 

議  長 

 

 

事 務 局 

 

 

 

日程第３ 報告第２６号、農地法第４条第１項第８号の規定

による農地転用届出に関する件２件を報告します。 

事務局に報告書の朗読を求めます。 

報告書朗読。 

質疑を求めます。 

なし。 

報告案件ですので、報告第２６号について終了します。 

日程第４ 報告第２７号、農地法第５条第１項第７号の規定

による農地転用届出に関する件６件を報告します。 

事務局に報告書の朗読を求めます。 

報告書朗読。 

質疑を求めます。 

なし。 

報告案件ですので、報告第２７号について終了します。 

日程第５ 議案第２３号 農地法第３条の規定による許可

申請に関する件、１件を議題とします。 

案件について、事務局から議案の朗読及び説明を求めます。 

議案書朗読、説明。 

受人は川越市下赤坂在住で、現在は川越市内に１８，６１７

㎡、ふじみ野市内に１３，９８０㎡を併せて３２，５９７㎡の



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議  長 
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議  長 

３番委員 

 

議  長 

全 委 員 

議  長 

 

全 委 員 

議  長 

 

 

 

農地を所有して大規模な農業経営を行っており、３条申請の

５，０００㎡以上の下限面積要件を満たしています。 

渡人は富士見市諏訪在住で、申請地は相続した農地であり日

常の管理に困っていました。 

今回は受人の作付面積を増やして農業経営規模を拡大する

ための申請で、受人宅から申請地までは車で３分の距離です。 

受人はトラクター３台、耕転機１台、農業用トラック３台を

所有しており、長男も後継者として熱心に農業に取り組んでい

ます。 

また、農地法第３条第２項各号には該当しないため、許可要

件の全てを満たすと考えています。 

この案件について、現地調査を行った委員さんから説明をお 

願いします。 

１０月１６日に５番委員、事務局２人の４人で現地調査を行 

いました。 

 現地は既に野菜が作付されており、問題は無いと思います。 

地元委員さんは何かありますか。 

 現地確認を行いましたが、既にカブが作付されており、特に

問題は無いと思います。 

質疑はありますか。 

 なし。 

質疑がないようでしたら、案件について承認してもよろしい 

ですか。 

異議なし。 

異議なし賛成により、議案第２３号につきましては原案のと 

おりに許可することに決定します。 

議案第２３号について終了します。 
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議  長 

 

５番委員 

 

 

 

議  長 

３番委員 

議  長 

全 委 員 

議  長 

日程第６ 議案第２４号 農地法第４条第1項の規定による

許可申請に関する件、１件を議題とします。 

案件について、事務局から議案の朗読及び説明を求めます。 

議案書朗読、説明。 

申請者は申請地付近に住宅・共同住宅等が多く存在する地域

のため、月極駐車場の建設を検討していたところ、申請地北側

にあるグループホーム及び特別養護老人ホームから通勤する

職員用の駐車場が足りていない状況のため、駐車場として貸し

てもらえないか相談を受けました。 

両施設は共に１０台分の駐車台数を希望しているので、２０

台分の駐車場を申請者が建設して、両施設職員用の月極駐車場

として運営する計画です。 

農地の区分は、水道管、公共下水管又はガス管のうち２種類

以上が埋設されている道路の沿道の区域であり、また、農地か

ら５００メートル以内に２以上の教育施設、医療施設の公共施

設または公的施設が存在するので、原則、農地転用を許可する

ことができる第３種農地と判断します 

この案件について、現地調査を行った委員さんから説明をお 

願いします。 

１０月１６日に６番委員、事務局２人の４人で現地調査を行 

いました。 

 トラクターで耕運されて管理されており、特に問題は無いと

思います。 

地元委員さんは何かありますか。 

 現地調査の報告のとおり特に問題はありません。 

質疑はありますか。 

 なし。 

質疑がないようでしたら、案件について承認してもよろしい 
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議  長 

 

６番委員 

 

 

 

議  長 

ですか。 

異議なし。 

異議なし賛成により、議案第２４号の案件につきましては原 

案のとおり許可相当として県知事に意見を送付します。 

 議案第２４号について終了します。 

日程第７、議案第２５号 生産緑地に係る農業の主たる従事

者についての証明について２件を議題とします。 

1 番の案件について事務局に議案の朗読及び説明を求めま

す。 

議案書朗読、説明。 

生産緑地法では買取り申出できる条件として、生産緑地に指

定されてから３０年が経過した場合、農業の主たる従事者が死

亡した場合、及び農業の主たる従事者に農業従事を不可能とさ

せる故障が生じた場合の３つがあり、本案件は主たる従事者の

死亡によるものです。 

今回の案件は申請者の父が死亡したことが買取り申出する

条件になります。 

今後の流れについて、主たる従事者証明について承認される

と、買取り申出者は市に対して買取り申出を行い、市が公園及

び緑地等として買取りしない場合は農業委員会へ斡旋の申出

を行い、希望が無い場合は生産緑地が解除されます。 

この案件につきまして、現地調査を行った委員さん、説明を

お願いします。 

１０月１６日に５番委員、事務局の４人で現地調査を行いま 

した。 

現地は一部に草が生えていましたが、他は野菜が作付されて

おり、農地として管理されていました。 

地元委員さんは何かありますか。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 番委員 

 

議  長 

全 委 員 

議  長 

 

全 委 員 
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議  長 

 

５番委員 

 

 

現地は南側の道路から一段上がって垣根に囲まれていまし

た。農地として管理されています。 

質疑はありますか。 

なし。 

質疑がないようでしたら、この案件について承認してもよろ

しいですか。 

異議なし。 

異議なし賛成により、この案件につきましては、承認するこ

とに決定します。 

２番の案件について事務局に議案の朗読及び説明を求めま

す。 

議案書朗読、説明。 

生産緑地法では買取り申出できる条件として、生産緑地に指

定されてから３０年が経過した場合、農業の主たる従事者が死

亡した場合、及び農業の主たる従事者に農業従事を不可能とさ

せる故障が生じた場合の３つがあり、本案件は主たる従事者の

死亡によるものです。 

今回の案件は申請者の父が死亡したことが買取り申出する

条件になります。 

今後の流れについて、主たる従事者証明について承認される

と、買取り申出者は市に対して買取り申出を行い、市が公園及

び緑地等として買取りしない場合は農業委員会へ斡旋の申出

を行い、希望が無い場合は生産緑地が解除されます。 

この案件につきまして、現地調査を行った委員さん、説明を

お願いします。 

１０月１６日に６番委員、事務局の４人で現地調査を行いま 

した。 

確認した畑の多くはニンジンが作付されており、農地として 
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議  長 

 

全 委 員 

議  長 

 

 

議  長 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

議  長 

全 委 員 

議  長 

 

 

議  長 

 

 

 

管理されていました。 

地元委員さんは現地調査を行った５番委員です。 

質疑はありますか。 

なし。 

質疑がないようでしたら、この案件について承認してもよろ

しいですか。 

異議なし。 

異議なし賛成により、この案件につきましては、承認するこ

とに決定します。 

議案第２５号について終了します。 

日程第８、議案第２６号、生産緑地取得斡旋についての件、

１件を議題とします。 

案件について事務局に議案の朗読及び説明を求めます。 

議案書朗読、説明。 

８月の総会で生産緑地の主たる従事者証明についての議案

にて審議した案件です。 

審議後に買取り申出者は市に対して買取り申出を行いまし

たが、市が買取りを希望しないため、生産緑地法第１３条の規

定に基づき市から農業委員会へ斡旋の依頼がありました。 

質疑を求めます。 

なし。 

質疑が無ければ、１１月１０日までに生産緑地の買取希望申

出がありましたら事務局まで連絡をお願いします。 

議案第２６号について終了します。 

日程第９、議案第２７号 農業振興地域整備計画の変更につ

いて、１件を議題とします。 

なお、この議案については６番委員と１５番委員に関する議

題となりますので、議案の終了まで、会議規則第１０条の規定
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議  長 
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事 務 局 

 

 

９番委員 

 

 

 

事 務 局 

 

 

議  長 

により６番委員と１５番委員は退席しますので、よろしくお願

いします。 

（６番委員及び１５番委員退席） 

案件について、事務局から議案の朗読及び説明を求めます。 

議案書朗読、説明。 

（国道２５４号バイパスふじみ野地区の農用地区域除外につ

いて内容説明） 

この案件につきまして、現地調査を行った委員さん、説明を

お願いします。 

１０月１６日に６番委員、事務局の４人で現地調査を行いま 

した。 

現地は一部に背丈程度の草が生えている田がありましたが、

全体的には概ね管理されていました。 

地元委員は１５番委員ですが退席しています。 

質疑はありますか。 

土地改良施設への支障はなしとなっているが、除外地には施

設がある。補助金等の返還はないのか。 

除外地内には揚水ポンプ施設などがありますが、補助事業に

より工事が完了した翌年度から８年以上が経過しているため

影響はありません。 

除外地は現在２つの揚水組合が関係してくるが、この地域の

揚排水施設がなくなると、一方の揚水組合の受益地が少し残る

ことになる。残った受益地と揚水組合の今後はどのようになる

のか。 

一部の残った受益地へはもう一方の揚水組合が揚水を供給

することになっています。揚水組合の解散や統合の扱いについ

ては確定していないので分かりません。 

他に質疑はありませんか。 



１番委員 

事 務 局 

 

議  長 

全 委 員 

議  長 

 

全 委 員 

議  長 

 

 

 

議  長 

 

工業団地が出来る予定なのか。 

都市計画課からは物流施設の建築が計画されていると聞い

ています。 

他に質疑はありませんか。 

なし。 

質疑がないようでしたら、この案件について承認してもよろ

しいですか。 

異議なし。 

異議なし賛成により、この案件につきましては、承認するこ

とに決定します。 

議案第２７号について終了します。 

（６番委員及び１５番委員復席） 

本日の報告並びに議案全てについて、慎重審議していただき 

ましてありがとうございました。これをもちまして、令和２年

第１０回ふじみ野市農業委員会総会を閉会とさせていただき

ます。 

（終了 午後２時１８分） 

 


